
１ はじめに

平成２５（２０１３）年５月，海上保安庁海洋情報

部海洋情報課に，新たに「海洋空間情報室」が発

足した．

この「海洋空間情報室」は，従来までの「沿岸

域海洋情報管理室」を前身として発足した組織で

あり，「沿岸域海洋情報管理室」が担ってきた業

務を引き継ぎつつ，「海洋台帳」の充実・強化な

どの新たな政策を担うこととなった．そこで本稿

では，「沿岸域海洋情報管理室」のあゆみとし

て，発足以来同室が果たしてきた役割や成果の概

要について述べる．

なお，「沿岸域海洋情報管理室」は，組織的に

は「沿岸域海洋情報管理官」となった時期もある

が，本稿では通して「沿岸域海洋情報管理室」と

記させて頂くことを予めお断りしておく．

２ 「沿岸域海洋情報管理室」発足に至る背景

平成元（１９８９）年に米国アラスカ沖で発生した

エクソンバルディーズ号の油流出事故を契機とし
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Abstract

“Marine Spatial Information Service Office” was newly established to take over the role of the former “Coastal In-

formation Management Office” in May,２０１３. In this article, we outline the accomplishments of “Coastal Informa-

tion Management Office” since its establishment.
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て，大規模油流出事故に対する国際的な枠組み構

築の動きが始まり，翌平成２（１９９０）年には IMO

（International Maritime Organization，国際海事

機構）において OPRC条約（International Conven-

tion on Oil Pollution Preparedness, Response and

Cooperation，油による汚染に係る準備，対応及

び協力に関する国際条約）が採択された．

平成７（１９９５）年，OPRC条約が発効されると

共に，我が国も同条約に批准し，その国内担保措

置として海洋汚染防止法を改正すると共に，同条

約第６条に基づき，「油汚染事件への準備及び対

応のための国家的緊急時計画」（以下「緊急時計

画」という）が閣議決定された．この緊急時計画

では，「関係行政機関は，被害の発生を最小限と

するために参考とすべき各海域の自然的・社会

的・経済的諸情報を収集・整理し，適宜最新のも

のとして維持する．さらに，収集・整理した情報

はそれぞれの行政に反映できるように共有化する

とともに，情報図として整備する等その内容を充

実し，関係行政機関，地方公共団体等において有

効に活用できる体制の確立に務める．」ことが明

記されるなど，情報の収集と共有の重要性が強調

された．

これを踏まえ，海上保安庁水路部（現海洋情報

部）海洋情報課では，油流出事故が発生した際の

迅速かつ的確な油防除措置等の活動に資するた

め，沿岸域の自然的・社会的情報等を収集し，地

理情報システム（GIS : Geographic Information

System）を用いてデータベースとして管理し，

提供することを目的とした「沿岸海域環境保全情

報」の整備を平成９（１９９７）年４月から開始した．

また，同年１月，日本海でナホトカ号沈没海難

に伴う大規模油流出事故が発生し，７月には東京

湾においてもダイヤモンドグレース号座礁による

大規模油流出事故が発生した．これら大規模油流

出事故を受け，油流出事故に対する枠組みを一層

強化するため，同年１２月，緊急時計画が改正さ

れた．

改正後の緊急時計画では，油流出時における被

害の発生を最小限とするために参考とすべき，海

域ごとの自然的・社会的・経済的諸情報を収集・

整理し，適宜最新のものとして維持することが求

められていたことから，これに対応すべく，「沿

岸海域環境保全情報」の整備を担う専従組織とし

て，「沿岸域海洋情報管理室」が設置されること

となった．

３ 「沿岸海域環境保全情報整備事業」の推進

平成１０（１９９８）年４月，本庁水路部海洋情報

課に，「沿岸域における海洋情報の収集・管理・

提供体制の充実・強化」を図るため，「沿岸域海

洋情報管理室」が新設され，併せて各管区海上保

安本部に沿岸域海洋情報担当専門官（以下，「管

区監理課専門官」という）が各１名ずつ配置され

たが，室発足後１～２年は，「沿岸海域環境保全情

報整備事業」として整備する情報の収集やシステ

ムの開発，情報の共有・提供方法等について検討

が重ねられた．

事業を推進するにあたり，広く外部のニーズ等

にも対応するため，学識経験者や関係省庁の職員

からなる沿岸海域環境保全情報推進委員会（座

長：東京都立大学，野上道男理学部長）を開催

し，整備する情報項目や情報の共有・提供方法等

について検討が重ねられた．（委員会での検討事

項については，第３項の２で後述する．）

情報の収集については，各室員が関係機関に足

を運び，沿岸海域環境保全情報整備パンフレット

（Fig．１）等を用いて沿岸海域環境保全情報整備事

業を PRすると共に，本事業に有益な情報・デー

タの収集に奔走し，環境庁や資源エネルギー庁な

どからデータの提供を受けた．

また，各管区監理課専門官に対してシステムの

習熟訓練を実施し，各管区が保有する社会情報

（海水浴場，マリーナ等）について情報収集を

行った．

（１）CD版「沿岸海域環境保全情報」（CeisAtlas）

の開発

沿岸海域環境保全情報の整備は，第２項で述べ

たとおり室発足以前の平成９（１９９７）年度からス
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タートしており，開始当初は，沿岸海域環境保全

情報を油の拡散状況（油の漂流予測図）等ととも

に海図データと合わせてパソコンの画面上に表示

させるシステムの構築を目標としていた．

このシステムが整備されることにより，ナホト

カ号のような油流出事故発生時に，効果的な対策

を講じるための情報を迅速且つ的確に提供するこ

とが可能となり，結果として，国及び地方公共団

体等において油汚染に対する油防除活動に有効に

活用されることが期待された．

平成９（１９９７）年度は試験的な事業としての位

置づけ及び GISという新技術の導入を的確に行

うという観点から，技術的な見極めに主眼を置く

とともに，既存の防災情報が豊富な第三管区海上

保安本部の管轄区域をモデル地域として選定し，

システムを構築するための情報を整備した．

整備する情報項目は，地理情報（電子海図・海

図・海の基本図等の各情報），防災情報（排出油

防除計画・沿岸防災情報図・地方自治体の防災計

画等の各情報），社会情報（水産・自然環境・生

物保護・沿岸開発等の各情報）及び自然情報（気

象・海象の各情報）を対象とし，「ダイヤモンド

グレース号」の油流出事故時の漂流予測の表示例

などの成果を得た（安城，１９９８；Fig．２）．

平成１０（１９９８）年４月，沿岸域海洋情報管理室

が発足し，全国的なデータベースの構築に向けた

環境が整備され，前年度より試験的に開始した事

業を全国展開させることとなったが，当時の課題

として関係省庁間の情報の共有化，各省庁が保有

する非公開情報の取り扱い，各省庁における GIS

ソフトを含めた計算機環境の相違，GISソフトの

国際標準化に伴う国際的な動向による影響など

Fig．１．Brochure of “Project of Coastal Environmental Information”.
図１．「沿岸海域環境保全情報整備」事業パンフレット．

Fig．２．Image of prediction for oil-spill on accident by
“Diamond Grace”.

図２．ダイヤモンドグレース号事故の流出油漂流予測

の表示例．
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様々な課題が山積していた．

平成１１（１９９９）年４月，本庁と管区海上保安

本部間の庁内 LANを利用し，沿岸海域環境保全

情報のデータを，油の漂流予測図とともにコン

ピューターの画面上に表示させ，国及び地方公共

団体等が油防除措置等を行う場合に活用すること

を想定したオンラインシステムである「沿岸域情

報管理システム」の運用を開始した（Fig．３）．

当時収集した情報のほとんどは紙ベースのアナ

ログ情報であり，これらアナログ情報を GIS情

報としてデータベース化するためには，それぞれ

の情報に位置（経緯度）情報を付与して数値化す

る作業が伴ったが，この作業は，本庁で一括外注

（航空写真のデジタル化等）するほか，職員がコ

ツコツと手入力で数値化せざるを得ない情報もあ

り，「ウミガメ産卵場所」，「アザラシ」，「エトピ

リカ」など海獣類，鳥類のデータ作成，陸域デー

タの充実など「沿岸海域環境保全情報」の中核を

成す情報・データの充実に精力的に取り組んだ．

これら情報の整備，更にシステムの改良を加

え，平成１２（２０００）年３月，災害現場でも使用

可能とするために，フリーのビュアーソフト（Mi-

croImage社製「TNTAtlas」）を使い，パソコンさ

えあれば誰でも使用できるツールとして，CD版

の沿岸海域環境保全情報「CeisAtlas」が完成し

た（Fig．４）．

なお，“Ceis” とは，「沿岸海域環境保全情報」

の英訳である「Coastal environmental information

service」の各語の頭文字を取ったものである．

（２）沿岸海域環境保全情報推進委員会の開催

沿岸海域環境保全情報整備事業を推進するにあ

たっては，平成１０（１９９８）年から３回にわたり

「沿岸海域環境保全情報推進委員会」を開催し，

整備する情報項目や共有の在り方，提供方法等に

ついて検討が重ねられた．

第１回会議は平成１０（１９９８）年８月に開催さ

れ，当庁から１）事業の背景，２）油流出事故と

当庁のかかわり，３）平成９年度事業報告，４）平

成１０～１１年度事業計画について説明を行い，「情

報の収集，管理，提供の在り方等について」討議

された．その結果，油流出事故対策として，流出

油の漂流予測情報と，それにより影響を受ける側

の情報（油が漂着した際に被害を受ける沿岸の諸

情報）の双方の整備が重要であり，特に油防除に

対する優先順位の価値判断が重要であるとの議論

に至った．

また，システムを構築するにあたり，指摘の

あった事項としては，発災時の事故現場への速や

かな情報提供を行う手段として不特定多数の利用

者がインターネットを介して見ることが可能であ

ること，データの最新維持が容易であること，

データ形式の統一化が重要であること，さらに

Fig．３．Image of Coastal Information Management Sys-
tem.

図３．沿岸域情報管理システムの表示．

Fig．４．Image of CeisAtlas（Ceis : Coastal environmental
information system）.

図４．CeisAtlasの表示例（Ceis : Coastal environmental
information system）．
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は，収集した情報自体には汎用性があり，他の目

的にも十分使用できることから，目指すデータ

ベースは油流出事案への迅速な対応のほか，これ

ら情報を広い目的で一般に提供するという二面性

があるという指摘を受けた．

第２回会議は，当庁が開始したオンラインシス

テム（沿岸域情報管理システム）の運用開始に伴

い，システムのお披露目を目的に，翌平成１１

（１９９９）年７月に開催した．当庁からは１）平成１０

年度事業の概要，２）沿岸域情報管理システムの

構築について，３）平成１１年度事業の概要，４）

データベースの充実及び沿岸域情報管理システム

の改良について，の説明を行い，沿岸域情報管理

システムについて討議がなされた．本会議では，

システムの機能面に関する改良要望や，使用した

GISソ フ ト（MicroImage社 の「TNTmips」）は

システム構築や管理する者には使い易いが，一般

ユーザーには使い辛いという欠点に関する指摘，

更に，海外とのデータ交流の重要性や，海岸線が

電子海図と国土地理院の数値地図２５，０００とで相

違がある点などの指摘を受けると共に，将来的に

は洋上の船舶や災害現場からもアクセス可能な方

法を検討すべきとの指摘を受けた．

平成１２（２０００）年３月に開催された第３回会議

では，当庁から主に沿岸域情報管理システムで作

成した CD版の沿岸海域環境保全情報（CeisAt-

las）の説明を行い，その内容について様々な評

価や意見を受けた．各委員からは，緊急時にイン

ターネットからでも情報が入手できる体制整備が

望ましいとの意見も頂いたが，CeisAtlasをイン

ターネットで公開するか否かについては，「庁内

における調整が不十分なため，現時点では直ちに

インターネットで公開することは難しい」との回

答に留めた．

（３）ネットワークを用いた沿岸域環境保全情報

（沿岸域Web-GIS）の提供

前述のとおり，沿岸海域環境保全情報（CeisAt-

las）は，当初 CDにより各関係省庁，自治体等

へ提供を行っていたが，第３回「沿岸海域環境保

全情報推進委員会」での各委員からの指摘や総務

省行政評価局による行政評価の勧告を受けたこと

等を踏まえ，沿岸域情報管理システムの有効活用

を図る観点から，当該システムの情報内容を，当

庁のみならず各関係機関が迅速かつ円滑に利活用

できる方策を検討した結果，当該システムの情報

をインターネットを用いて提供するシステムを整

備することとした．

平成１２（２０００）年，「Hi２１（ハイドロイノベー

ション２１）」（２１世紀に向けた先進的な水路業務・

技術の推進）により，水路部各課でプロジェクト

が立ち上がり，沿岸域海洋情報管理室では「防災

GISの充実」をテーマに，「何時でも」・「何処で

も」・「誰でも」が沿岸域環境保全情報を利用でき

ることを目標に，インターネット環境で情報提供

する手法について検討を重ね，平成１４（２００２）

年，水路部電子計算機ネットワーク環境下におい

て，CeisAtlasの情報をブラウザで表示できるシ

ステム「沿岸域Web-GIS」を開発した．

本システムでは，電子海図から抽出した海岸線

と，陸上の地図情報を背景図のレイヤとしてセッ

トし，スクリプトにより作成した表示選択メ

ニューで，利用者が任意に選択できるようにした

（花元・他，２００３；Fig．５）．

なお，開発当時，GISソフトを搭載していない

パソコン上で背景地図やデータの重畳表示処理を

行うために，二つの方式を検討した．一つはロー

Fig．５．Image of CeisNet.
図５．CeisNetの表示例．
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カルパソコンに表示用 GISソフトウェア及び

データを直接ダウンロードさせる方式（ダウン

ロード方式）であり，もう一つはユーザーが表示

させたい背景図やデータについて，データサーバ

にリクエストを送信し，その結果をパソコン画面

上に表示させる方式（画像伝送方式）である．検

討の結果，前者のダウンロード方式では個別デー

タの著作権の問題が残ることもあり，後者の画像

伝送方式を採用することに決定し，以後，そのた

めの技術面の確立を図ることとした．

（４）インターネットを用いた沿岸海域環境保全情

報「CeisNet」の提供

前述の経緯を経て，インターネット環境下で沿

岸海域環境保全情報が閲覧できる「沿岸域Web-

GIS」が完成したが，公開にあたり，「沿岸域Web

-GIS」の名称は一般ユーザーに馴染みがないこと

から親しみやすい愛称を付与すべき，との内部意

見により，「CeisNet」と命名された．これら公開

にかかる準備を整え，平成１５（２００３）年６月，

「CeisNet」をインターネット公開した．

なお，公開当初は国の関係機関，地方公共団体

等に対し，ID・パスワード管理による限定公開

を行い，一般ユーザーへの提供は平成１６

（２００４）年１月からとした．これは，一般公開に

伴い，災害発生時にアクセスが集中し，本来

CeisNetへのアクセスを必要とする油防除関係者

が閲覧できなくなる事を防止するため，アクセス

が集中した際には関係者のみが ID・パスワード

を入力することで閲覧できる仕組みを整えたもの

である．

また，関係者のみが閲覧できるシステムを構築

することにより，油の拡散・漂流予測結果の重畳

や，一般に提供するには不向きな情報も提供でき

る体制を整えることを想定していた訳だが，

CeisNet公開当初から既にこのような検討がなさ

れていた事は特筆すべきであろう．このようにし

て「沿岸海域環境保全情報」の提供は，範囲が一

般利用者にまで拡大し，より多くの関係者へ迅速

に情報が提供されることとなった．

なお，CeisNetは公開当初，政府機関及び地方

自治体向けと，一般ユーザー向けの２つに分けて

システムを構築していたが，機器が安定して動作

しない等システム上の問題と，提供するデータの

内容にほとんど差が無かったことから，後に一つ

のシステムとして統合された．

ところで，CeisNetが平成１５（２００３）年６月に

公開されて以後，関係省庁へお披露目する機会を

うかがっていたが，当時，３年に１度の割合で実

施されていた内閣官房主催の大規模油流出事故対

応訓練が１２月に計画され，その訓練において，

官邸地下の機器管理センターで各省庁に CeisNet

が初披露されるという，当時の沿岸域海洋情報管

理室職員にとっては誠に印象的なデビューを飾る

ことになった．

４ ESI（Environmental Sensitivity Index：環境

脆弱性指標）の整備

油濁事故発生により流出した油が海岸に漂着す

ると，その海岸は漂着油により，多かれ少なかれ

物理的又は生物的な影響を受ける．その影響の度

合いや回復に要する時間は，海岸の形状や生息す

る生物の多寡，更には海水の流れの良否により大

きく左右される．その影響の度合いを数値化した

ものを ESI（Environmental Sensitivity Index：環

境脆弱性指標）という．

ESIが油防除計画に重要な役割を果たすという

認識は，緊急時計画策定時から度々国会答弁でも

取り上げられていたが，平成１３（２００１）年６月

の参議院災害対策特別委員会において，我が国に

おける ESIの整備・進捗状況について，海上保

安庁に対し，沿岸海域環境保全整備推進委員会の

中でどのように進んでいるか質問があった．

第３項の２で述べたとおり，第１回から３回ま

での沿岸海域環境保全整備推進委員会では，主に

整備する情報項目や情報の共有・提供方法やシス

テムのあり方等について検討を重ねていたことか

ら，ESIの重要性に鑑み，同委員会において ESI

の検討も進める事となった．

これにより「沿岸海域環境保全整備推進委員会
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運営要領」を改め，委嘱委員についてもナホトカ

号事故後，運輸技術審議会総合部会の「流出油防

除体制総合検討委員会」委員長を務めた，徳田拡

士愛国学園大学教授や，NOAA（米国海洋大気

庁）の ESIマップに詳しい沢野伸浩星陵女子短

期大学助教授等の油防災にかかる学識経験者や専

門家を招請することとし，沿岸海域環境保全情報

の整備推進に必要不可欠な ESIの確定，及びそ

の調査指針（ESI判定マニュアル）の作成を最重

要課題と位置づけ取り組むこととなった．

新たな委員を迎え開催した同年１１月の第４回

委員会（座長：愛国学園大学，徳田拡士教授）で

は，多くの国が手本として採用している NOAA

方式の ESIランク（Table１）を参考にしながら

様々な検討がなされた．

（１）ESIの確定作業

ESIの確定作業とは，我が国の海岸性状の特性

を考慮して，最適な ESIのランク（数段階のカ

テゴリー）を決定する作業である．沿岸海域環境

保全情報推進委員会においては，NOAA方式を

基準として，我が国の海岸性状の特性を考慮した

最適な ESIランクの確定に関した議論がなされ

たので，以下に概要を紹介する．

ESIランクをどのように区分するかという基準

についてまず着目したのは，「油がどのような性

状（種類）の海岸に漂着したらどういう状態にな

るか」であった．漂着した油の半減期（自然分解

される時間）が定義可能だとすれば，この半減期

の長さを基準に ESIランクを制定するという考

え方だが，一方で単なる物理的な海岸線の性状よ

りも，海岸の生態学的・生物学的な側面を考慮し

て ESIを定義すると，先の判定基準と相違が生

じる点が指摘された．

また，NOAA方式（基準）は，米国で実際に

油が漂着した際の回収指針や，油流出事故による

環境影響に関する個々の関係調査マニュアルでも

共通して用いることが可能な，いわば目標のよう

なものであるが，米国の海岸線は比較的単調で長

大であるため，これに沿って作成された NOAA

方式の ESIを日本式にアレンジすべきではとの

意見があった．

そこで本委員会では，次の要領で事務局側から

日本版 ESIランクの素案を作成し提案した．

まず，NOAAの ESIガイドラインから五大湖

と河川に関する部分を除外した純粋な海岸線に関

する ESIランクの定義だけを抽出した．そこに

各ランクの必須要素の中から海岸の特徴と，予想

される油の挙動とに分けて整理し，さらに，客観

的な判断基準にならないものを除外した．

次に，漂着油が潮間帯（干出帯）の生物群に及

ぼす影響は，波浪及び潮汐という２つの物理的要

因において決定されるが，このうち，潮汐エネル

ギーについては，ある程度閉鎖性海域の方に加味

できるとして考慮しないこととした．また，海岸

Table１．ESI rank（NOAA : March１９９５）.
表１．ESIランク（NOAA：１９９５年３月）．
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線の基質類型が植物（植生湿地）の場合について

は，NOAAの基準どおりランク１０とするなど，

ESIランクの定義を出来るだけ日本の実状に沿っ

た形に整理し直した素案を作成した．

この素案を基に日本式にアレンジする際の具体

的な留意点について議論されたが，結果的に，日

本版 ESIランクの確定には長い時間を要するこ

ととなった．

具体的には「人工構造物をどのように捉える

か」という論点があり，人工構造物の周辺に，消

波目的で設置されたテトラポットや，海性生物の

産卵を促す目的で設置されたコンクリートブロッ

ク等が多数存在する日本固有の事情をどう反映さ

せるか議論が重ねられた．

また，例えば日本人は海岸に生息するサザエや

ある種の巻貝を好んで食べるが，米国人はサザエ

などの巻貝はほとんど食べないことから，水産資

源に関しても米国と日本では本質的に価値観が異

なることを理解したうえで，地形・性状（物理）

的な意味あいのみで捉えるのではなく，その代わ

りとなる様々な価値・付加価値を表す基準を設

け，それらに対して自国の尺度に合わせた重み付

けが必要ではないかと言った指摘もあった．

しかし，最も議論が紛糾した点は，閉鎖性海域

と開放性海域の定義についてであり，後述する

ESI判定マニュアルの作成に関して，本委員会の

事務局側が閉鎖性海域の一つの根拠として示した

環境庁告示に基づく海域の扱いについて異論が集

中した．

（２）ESI判定マニュアルの作成

ESIの確定作業と同時に，ESI判定マニュアル

についても沿岸海域環境保全情報推進委員会にお

いて議論されたが，この ESI判定マニュアルに

ついては，実際に海岸線を観察した際に，誰が

（どの時点で）判定しても同じ結果となるような

客観的な判定基準を確立する必要があるとの観点

から，事務局側で案を作成した（Fig．６）．

この案は，前述のとおり事務局側が作成した日

本版 ESIランクの素案に加えて，ESIランクの素

案に基づき ESIランクの判定に必要な要素（海

岸の特徴）を抜き出し，この必要条件を判断項目

順に並べた言わば判定マニュアルの核となるフ

ローチャートを示したもので，本案を本委員会に

諮り各委員の意見を参考に，修正を加えて完成さ

せるという手続きで進められた．ここで，ESI判

定マニュアルの作成に関して，必要条件としてフ

ローチャートにも明記された閉鎖性海域と開放性

海域の定義について議論が紛糾した．

当時 ESI判定マニュアルの基準とした「環境

庁告示に基づく閉鎖性海域」は，水の交換及び富

栄養化という観点で指定されており，油が漂着し

た場合の除去（自然分解）に重要な波浪の程度に

着目して指定されたものではないことが発端であ

る．事務局側としては，とりあえずのランク付け

の案としてこの告示を採用したが，環境庁告示に

基づく閉鎖性海域には瀬戸内海も含まれることか

ら，このような広大な海域を，油防除を目的とし

て ESIを分類する際に定義する閉鎖性海域とし

て扱うべきかという疑問が提起されたのである．

Fig．６．Flowchart of judgment for ESI rank.
図６．ESI判定フローチャート．
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委員からは，「米国では，ESIランクを付与する

際，実際に油流出事故が発生した場合に油防除作

業に従事する人間が現実の具体的な油防除作業と

結びつけて考えるのが基本である．それを考えれ

ば，本来，ESIマップで扱うべき閉鎖性海域と

は，瀬戸内海全体を扱うような規模の海域ではな

く，もっと狭い範囲で考えないと現実的ではない

ため，環境庁告示に基づく閉鎖性海域と同一に考

えるのは不適切ではないか」と言った意見さえ出

た．

この時の委員会における委員の総意としては，

閉鎖性海域では海水が外と入れ換わり難いので油

処理剤は使えない，という特徴を踏まえ，開放性

海域との区別としては「残った油がどれほど自然

に分解され易いか」が基準となるのではないかと

言ったところに落ち着いた．

しかし，事務局（当庁）側の最終目的はあくま

でも油防除対策のための ESIランクの確定で

あったため，“安全サイド”という考え方で間違

いないのではないかという意見もあり，結局，本

委員会では環境庁告示に基づく海域を閉鎖性海域

（瀬戸内海を閉鎖性海域）として扱うこととなっ

た．

なお，この方針は後に一部見直され，一旦は閉

鎖性海域とされた瀬戸内海や有明海については，

さらに詳細な（狭い）範囲に限定して閉鎖性海域

として扱うよう修正されることになる．

このような議論を経て，最終的には現地調査の

結果が出てから検討することとし，まずは，ここ

までの検討結果を反映した１０段階１８区分からな

る ESIランクを確定し（Table２），さらに，これ

に基づいて作成した ESI判定マニュアルを用い

て現地調査を進めることとなった．

（３）ESI（海岸性状）調査

ESI調査は，海岸性状について現地調査を実施

し，予め確定した ESIランクに沿って，それぞ

れの海岸の ESIを判定し，我が国の全ての海岸

に ESIランクを付与する作業であるが，沿岸海

域環境保全情報データベースを構築するうえで，

最も労力を要する作業となった．現地調査につい

ては管区海上保安本部（管区監理課専門官）が実

施することになったが，当然，他省庁や地方自治

体が保有する同種の情報を最大限共有することが

前提とは言え，数万 kmに及ぶ我が国の海岸線を

全て調査するには数年単位の時間を要する一大プ

ロジェクトとなった．

本作業において当初問題となった点は，管区監

理課専門官に，調査した海岸線に ESIを付与す

るために必要な海岸性状を判定するスキルが無

かったことである．管区監理課専門官が当該スキ

ルを確実に身につけるため，管区監理課専門官を

本庁に召集して必要な研修を実施するとともに，

当面は，判定作業を含む海岸性状調査自体を直営

作業として実施したが，全国の海岸性状調査が一

通り終了するには平成２０（２００８）年度までの７

Table２．ESI rank（JCG : March２００２）.
表２．ESIランク（海上保安庁：２００２年３月）．
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年間もの歳月を要することとなった．

次項では，当時 ESI調査に携わった管区監理

課専門官の取り組みや苦労について２例紹介す

る．

（４）管区海上保安本部における取り組み

� 第一管区海上保安本部における ESI調査

総海岸線長３，０００kmにも及ぶ北の大地「北海

道」の ESI調査を，概ね２年以内に実施すると

いう予想もできないスケ―ルに，当時の第一管区

海上保安本部監理課専門官は呆然となりながら

も，同時に，「北海道全域を踏破できるチャンス

だ」と甘い妄想も描いたそうだ．

さて，具体的な調査計画を立てる段階になっ

て，当時の第一管区海上保安本部海洋情報部長

が，「北海道立地質研究所（現，地方独立行政法

人北海道立総合研究機構環境・地質研究本部地質

研究所）が北海道の海岸環境情報を調査してい

る」との耳寄りな情報を入手した．

北海道立地質研究所は，第一管区海上保安本部

お膝元の小樽に所在しているので，早速，担当の

濱田誠一研究員をお訪ねし，そもそも環境脆弱性

調査のあり様からご教示いただき，そこから，北

海道と第一管区海上保安本部との共同調査が開始

される運びとなった．

同研究所は，平成１１（１９９９）年度から５カ年

計画で「北海道沿岸の地形堆積物の分類と分布」

を調査し，その成果をロシア・サハリンにおける

石油開発の進捗で懸念される，油流出事故発生時

に北海道沿岸に漂着した場合の油の防除対策に資

するため，ESIマップを整備するという研究を進

めていた．実は，第一管区海上保安本部海洋情報

部が調査を計画した平成１４（２００２）年度の時点

で，北海道沿岸のおよそ３割の海岸の現地調査を

終えていたが，人間が立ち入ることが困難な海岸

を航空機により調査する計画が遅々として進んで

いなかった．

一方，第一管区海上保安本部警備救難部におい

ても，油流出時における防除対策のためには，

我々の調査成果の活用が期待される状況であり，

ここに，同じ志を持った，第一管区海上保安本部

（警備救難部，海洋情報部）と北海道立地質研究

所の協力により，航空機による海岸線調査計画が

立案された．

第一回目の道東「釧路―根室―知床―標津」の

調査飛行では，研究所の職員に釧路航空基地のヘ

リに同乗していただき，色々な調査手法の伝授を

受け，また，パイロットは，初めての ESI調査

ということで，飛行のコツや注意点などをレポー

トとしてまとめて，次に予定している函館航空基

地のパイロットに伝達するなどして，その後の飛

行に大いに役立った．

その後は，２回の調査飛行と北海道沿岸のおよ

そ２割の海岸線の現地調査を実施し，地質研究所

の調査成果の提供を受けて，２年間という極めて

短い期間で，総海岸線長３，０００kmにわたる北海

道沿岸の環境脆弱性指標をまとめるに至った．

なお，北海道庁においてもこの成果を活用し，

Webサイトで「北海道海岸環境情報図」を公開

している．

� 第五管区海上保安本部における ESI調査

第五管区海上保安本部では当時，最新の海岸線

情報を入手するため，航空基地に管内全海岸線の

ビデオ撮影を依頼し，動画として地形図類の変化

箇所確認用として使用したほか，解像度が低かっ

たものの静止画としても利用していた．

本庁海洋情報部海洋情報課から配付された空中

写真集（CD-ROM）は撮影時期がやや古いもの

もあったが，高解像であったため海岸線の確認に

大いに利用できた．

旧版の海図はその図式が自然海岸の性状を判別

しやすいものであったため，大縮尺の海図にあっ

てはこれを参考にして調査した．

このような方法で，人工岸や岩場などについて

可能なものは机上判定を行い，事前に調査予定箇

所を絞って現地調査にあたったが，殆どの自然海

岸は性状が均質では無く，離岸流など海浜流の影

響で場所により砂・礫の混合割合が変わっていた

り，砂・礫の中に基質の岩盤が表出しているなど
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多彩な様相を呈していた．

また，海岸に出られる場所（道路）が限られて

いるため，一人が海岸線を徒歩で調査し，もう一

人が次の進入地点に車を移動させておくなど，予

想外に時間を労してしまうことがしばしばあっ

た．

正直なところ，定められた判定基準に因る ESI

のランク付けに疑義を感じるケースもあるなど，

判定作業等に悩み，本庁の主任沿岸情報官に相談

することがしばしばあった（疑問点については後

年に見直されたものもある）．

以下は，ESI判定に悩んだ具体的な事例であ

る．

・調査は海岸線（高潮線）の判定であり，ランク

９の干出干潟を除き潮間帯は評価しない．

人工岸に囲まれた干出の干潟の場合，干潟の情

報を判定に反映出来ない問題があった．

・人工護岸・防波堤にテトラ，捨石があれば二重

判定する．防波堤は裏側も閉鎖性で判定する．

判定作業の業務量が増えるのみならず，見るか

らに複雑で情報過多になってしまう．

・ESI調査用の基図として陸図（国土地理院の縮

尺１／２．５万地形図）を指定された．

取得情報を当庁の各種業務に活用するために

も，大縮尺海図があれば，調査段階では海図を

基図とすべきであった．最新版でない陸図は海

岸線が現状と異なっている部分が存在し，最新

維持される海図，又は管区において入手した工

事計画図，空中写真等で基図を修正すべきで

あった．

・閉鎖性海域にあって，人工護岸の方が判定ラン

クが高い．

人工海岸のみならず，現場の防除関係者から油

防除の優先順位としている各ランク付けに懐疑

的な意見があり，実際に油流出事故が起こった

際，ESIマップを活用してもらえるのか？と

いった不安が生じた．

５ 環境脆弱性指標図（ESI マップ）の整備

前項で述べた ESI調査の結果，各海岸線に付

与された ESIをビジュアル化し，その他，油防

除活動を行う上で必要とする情報を付加した図が

ESIマップ（環境脆弱性指標図）である．平成

１４（２００４）年度から平成２０（２００８）年度までの

７年間に渡って全管区で実施された ESI調査に

より，随時 ESIマップを整備して来たが，平成

２１（２００９）年４月に全国の海岸線を網羅（全２，１４７

図でカバー）した ESIマップが整備された

（Fig．７）．

その後，平成２３（２０１１）年度には，閉鎖性海

域に関する ESIの当てはめ基準を見直し，瀬戸

内海や有明海など比較的広い海域でありながら閉

鎖性海域と定義づけられている海域については，

現実に即した視点で，より狭い範囲を ESIの閉

鎖性海域としてランクを付与し直した（Fig．８）．

現在では，本 ESIマップは全てデジタル化さ

れ，当庁の HPから簡単にダウンロードできるよ

うになっており，更に，海岸の ESIを含め ESI

マップに掲載されている全ての情報は，後述する

「CeisNet」によって適宜更新が可能で，ESIマッ

プが最新維持できる環境が整っている．

Fig．７．Image of ESI map.
図７．ESIマップ表示例．
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６ 「CeisNet」の進化

CeisNetは当初，Microcope社製の GISソフト

ウェア（SIS）で開発され，沿岸海域環境保全情

報の提供に主眼を置いて設計された事から，デー

タ管理の容易さ等，GISシステムとしての初期要

件を満たすものであった反面，管理者（本庁）の

みのデータ登録であったため，最新情報を管区監

理課専門官から即時に反映することができないと

いう問題点があった．このため，後の改良版

CeisNetでは，双方向による空間情報の入出力を

考慮したシステム設計が求められた．また，

CeisNetで提供する情報には当庁が保有している

情報以外の情報も多いため，関係機関，地方自治

体等の協力を得ながら，多方面から情報を収集す

る必要があり，質の高い最新情報を迅速かつ継続

的に収集できるよう，関係機関等の理解を得なが

ら情報収集網の構築に努めることが求められた．

（１）GISソフトウェアの変更

平成２１（２００９）年１月，海洋情報部電子計算

機システム（CUE）の更新に伴い，CeisNetを運

用していた GISサーバが更新されることとな

り，これに併せて CeisNetの基幹 GISソフトウェ

アを SISから米国 ESRI社製の ArcGIS Serverに

切り替えることとなった．ArcGIS Serverを選択

した最大の理由は，既に本庁及び管区において

GISデータ編集ソフトウェアとして，同社のデス

クトップ製品である ArcGIS Desktopが導入され

ていたため，GISエンジンを理解するという点で

SISより ArcGIS Serverの方がハードルが低かっ

たこと，また，サーバ用ソフトウェアとデスク

トップ用ソフトウェアが同社製品となることで，

本庁及び管区が管理する GISデータを変換せず

にそのまま使用できることであった．特にデータ

変換が不要ということは，以後の業務において相

当な効率化が図れるという点で大きな判断材料と

なった．

運用サーバの更新及び基幹となる GISエンジ

ンの変更に伴い，CeisNetの大幅な改修作業が必

要となったことから，平成２０（２００８）年度，外注

により CeisNetの改修作業を実施し，併せて背景

地図の更新も実施した．更に平成２３（２０１１）年

には，近年のWebGISの主流に合わせたユー

ザーインターフェースへの転換（操作性の向上）

及び画面表示の高速化を図るため，Flexのアプ

リケーションを取り入れ，現在に至っている．

（２）CeisNetの現状

最新の CeisNetでは，ESI調査の成果を効率的

に GIS化するため，GPS付デジタルカメラ等で

撮影した写真の EXIF情報に含まれる位置情報及

び海岸地形と遮蔽性の有無から，ESIを自動判別

する手法を導入した．GIS情報の表示についても

工夫を行い，ユーザーにとって認識しやすいシン

ボルへ変更するとともに，重要な情報が直感的に

判別できるよう，背景図の色をグレー地に変更し

て，必要なシンボルがより目立つようにした

（Fig．９）．更に，ユーザーの声を積極的に取り入

れ，「船舶気象通報」，「リアルタイム水温情報」

等の海況情報に加え，現場での利便性を考慮した

四種類の「グリッド情報」（東京湾グリッド，経

緯度グリッド，総務省標準地域メッシュ，UTM

Fig．８．Change of ESI rank.
図８．ESIランクの変更．
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グリッド）を新たに追加した．

また，平時におけるフィールドでの訓練や予備

的調査，更には緊急時における現場での実践的活

用を期待して，平成２４（２０１２）年の８月からス

マートフォンによる情報提供を開始した（中村，

２０１３；Fig．１０）．

このスマートフォン版 CeisNetは，開始当初は

ESIのみの提供であったが，現在は「漁港」，「港

湾」等４７項目の情報の閲覧が可能である．ま

た，利便性の向上を図るため，個々のユーザーの

目的に応じて利用できるよう，掲載情報を９つの

コンテンツに分割して提供している．

このように，平成１５（２００３）年に産声を上げた

CeisNetは，その後様々な改良が加えられ，最新

版では，運用当初は無かった“管区からのデータ

更新機能”を備え，入手した最新情報を本庁のみ

ならず管区からも即時に反映することが可能と

なった．

７ 沿岸域海洋情報管理室が果たした役割

これまで沿岸域海洋情報管理室が実施してきた

事業を総括すると，その功績は以下の三つの顕著

な成果に集約されると言えよう．

�全国の海岸線を網羅した ESIマップの整備．

�Webコンテンツである「CeisNet」の構築，

及びインターネット上での沿岸海域環境保全情

報の公開による当該情報利用者層の拡大．

�多方面から情報を収集し，質の高い最新情報
を迅速かつ継続的に収集できるよう，関係機関

等の理解を得ながら行った情報収集網の構築．

無論，これらの成果は沿岸域海洋情報管理室の

みならず，管区監理課専門官の功績が大であった

ことは改めて述べるまでもない．さらに３つの成

果を付け加えるならば，１．海洋情報部内で「そ

Fig．９．Change of symbols.
図９．シンボルの変更．

Fig．１０．Image of “CeisNet” for smart phone.
図１０．スマホ版「CeisNet」表示例．
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れぞれの海岸の環境脆弱性指標を判定するスキ

ル」を有する人材を育てたこと，２．海洋情報部

内で GISソフトウェアに関する技術的スキルを

有する人材を育てたこと，３．各管区本部におけ

る関係機関・地方自治体等とのパイプ形成などの

波及効果があげられよう．

また，前述の「CeisNet」については，掲載さ

れている情報項目の精査，データ入力機能の付

加，更にはスマートフォン版「CeisNet」の整備

をもって完成形に達したとも言える．

８ おわりに

これまでに述べたとおり，沿岸域海洋情報管理

室が果たした役割は極めて大きく，今後，不幸に

して大規模な油流出事故が発生した場合には，真

にその成果が役立てられることになる訳だが，こ

れらの成果や，組織に残った様々な資産・ノウハ

ウの蓄積こそが，現在の「海洋空間情報室」の発

足に繋がったことは論を待たないと考える．

平成２５（２０１３）年５月に沿岸域海洋情報管理

室は「海洋空間情報室」へ改組されたが，これは

海洋基本法の制定に伴う総合海洋政策本部の設

立，海洋基本計画の策定といった我が国の海洋政

策の大きな変化の中で，海洋情報の一元化等の新

たなニーズに対応していく必要性からのもので

あった．このため「海洋空間情報室」には，従来

の沿岸域海洋情報管理室の所掌の範囲を単に沿岸

域から海洋空間へと広げただけではない，新たな

時代のニーズに対応した従来とは異なる情報発信

が求められている．そういう意味では沿岸域海洋

情報管理室は「海洋空間情報室」へと羽化（完全

変態）したとも言える．

今後は「海洋空間情報室」が中心となって，沿

岸域海洋情報管理室が残した様々な資産・ノウハ

ウを継承しつつ，メインコンテンツである「海洋

台帳」の運営を行い，さらに新たな資産・ノウハ

ウを積み重ねていく決意を新たにするものであ

る．

「沿岸域海洋情報管理室のあゆみ」としては，

まだまだ書き尽くせていない事実やエポックも数

多くあると思うが，沿岸域海洋情報管理室勤務経

験者の記憶を辿り，或いは沿岸海域環境保全情報

推進委員会の議事録等の資料を参考に，本稿では

１５年間に渡る同室の足跡を概ね紹介できたので

はないかと考える．

最後に，本稿の執筆に関わって下さった沿岸域

海洋情報管理室勤務経験者の方々に対して，この

場をお借りして謝辞を述べたい．
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要 旨

平成２５（２０１３）年５月，これまでの「沿岸域

海洋情報管理室」を受け継ぐ形で「海洋空間情報

室」が新たに設置された．そこで，本稿では，発

足以来「沿岸域海洋情報管理室」が果たしてきた

役割と成果，及び同室のあゆみについて概要を紹

介する．
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